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相続法の改正 

 

１ 共同相続における権利の承継の対抗要件（民法899条の２） 

 

（最判平14・6・10） 

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は，特段の事情のない限り，

何らの行為を要せずに，被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続によ

り承継される。このように，「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は，法定相続

分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして，法定相続

分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については，登記なくしてその権利

を第三者に対抗することができる。 

 

 

２ 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使（民法902条の２） 

 

 （最判平21・3・24） 

   遺言による相続債務についての相続分の指定は，相続債務の債権者（以下「相続債権

者」という。）の関与なくされたものであるから，相続債権者に対してはその効力が及

ばないものと解するのが相当であり，各相続人は，相続債権者から法定相続分に従った

相続債務の履行を求められたときには，これに応じなければならず，指定相続分に応じ

て相続債務を承継したことを主張することはできないが，相続債権者の方から相続債務

についての相続分の指定の効力を承認し，各相続人に対し，指定相続分に応じた相続債

務の履行を請求することは妨げられないというべきである。 

 

 

３ 特別受益者の相続分（民法903条） 

 

 

 

 

 

 

４ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲（民法906条の２） 

 

  事例） 

   相続人は，甲と乙（相続分均等）。 

   相続財産は，金銭（1000万円）と土地（金3000万円）。 

   甲は，生計の資本として被相続人から金2000万円の贈与を受けている。 

   甲が相続開始後に，不動産の持分２分の１を譲渡した。 
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５ 遺産の分割の協議又は審判等（民法907条） 

 

 （最判昭29・4・8） 

   相続人数人ある場合において，その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは，

その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するも

のと解するを相当とする。 

 

 （最判平4・4・10） 

   相続人は，遺産の分割までの間は，相続開始時に存した金銭を相続財産として保管し

ている他の相続人に対して，自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできな

いと解するのが相当である。 

 

 （最判平16・4・20） 

   相続財産中に可分債権があるときは，その債権は，相続開始と同時に当然に相続分に

応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり，共有関係に立つものではないと

解される。 

 

 （最大決平28・12・19） 

   預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみ

ると，共同相続された普通預金債権，通常貯金債権及び定期貯金債権は，いずれも，相

続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく，遺産分割の対象となるも

のと解するのが相当である。 

 

 （最判平29・4・6） 

   共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は，いずれも，相続開始と同時に当然

に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。 

 

 

６ 遺産の分割前における預貯金債権の行使（民法909条の２） 

 

 

 

 

７ 自筆証書遺言（民法968条） 
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８ 遺贈義務者の引渡義務（民法998条） 

 

 （改正民法551条１項） 

   贈与者は，贈与の目的である物又は権利を，贈与の目的として特定した時の状態で引

き渡し，又は移転することを約したものと推定する。 

 

 

９ 遺言執行者に関連する事項 

  

（1）遺言執行者の任務の開始（民法1007条） 

 

 

（2）遺言執行者の権利義務（民法1012条） 

 

 

（3）遺言の執行の妨害の禁止（民法1013条） 

 

 （大判昭5・6・16） 

   遺言執行者がある場合に相続人が相続財産についてした処分行為は絶対無効である。 

 

（最判昭62・4・23） 

  遺言執行者がある場合には，相続人は，相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべ

き行為をすることができない。」と規定しているのは，遺言者の意思を尊重すべきもの

とし，遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであり，右のよう

な法の趣旨からすると，相続人が民法1013条の規定に違反して，遺贈の目的不動産を第

三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても，相続

人の右処分行為は無効であり，受遺者は，遺贈による目的不動産の所有権取得を登記な

くして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができるものと解するのが相当

である。そして，前示のような法の趣旨に照らすと，同条にいう「遺言執行者がある場

合」とは，遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むものと解するの

が相当であるから，相続人による処分行為が遺言執行者として指定された者の就職の承

諾前にされた場合であっても，右行為はその効力を生ずるに由ないものというべきであ

る。 

    

 

 

（4）特定財産に関する遺言の執行（民法1014条） 
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（5） 遺言執行者の行為の効果（民法1015条） 

 

 

 

（6) 遺言執行者の復任権（民法1016条） 

 

 

 

10 撤回された遺言の効力（民法1025条） 

 

 

 

11 遺留分 

 

（1）遺留分の算定（民法1044条） 

 

 

 

 

 

 

（2）遺留分侵害額の請求（民法1046条） 

 

（最判昭51・8・30） 

   遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効

し，受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者

に帰属するものと解するのが相当であ（る） 

 

 

 

 

（3）受遺者又は受贈者の負担額（民法1047条） 

 

 

 

 

 

 

 



民法（相続法）改正の概要と，法改正への心構え 

- 5 - 

 

 

12 特別の寄与（民法1050条） 

 

 

 

 

 

13 配偶者の居住の権利 

（1）配偶者居住権（民法1028条～1036条） 

 

 

 

 

 

（2）配偶者短期居住権（民法1037条～1041条） 

 

 （最判平8・12・17） 

   共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において

被相続人と同居してきたときは，特段の事情のない限り，被相続人と右同居の相続人と

の間において，被相続人が死亡し相続が開始した後も，遺産分割により右建物の所有関

係が最終的に確定するまでの間は，引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる

旨の合意があったものと推認されるのであって，被相続人が死亡した場合は，この時か

ら少なくとも遺産分割終了までの間は，被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主

となり，右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになる

ものというべきである。 
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